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令和３年度１学期における高野尾小学校における日常的な感染症対策について 

 全国の新型コロナウイルス感染者数は、第4波の襲来で上昇傾向であると言われています。近隣の亜

関西圏及び愛知県につきましては、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置等が適用される状況となりま

した。三重県におきましても、２２日には過去最多の６８人の感染者が発表されました。そして、今

週、鈴木知事より【三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」】が４月２０日から５月５日の期間に

発令されました。 

 高野尾小学校では、日ごろから日常的な感染症対策を実施しておりますが、令和３年度１学期当初

は、下記の感染症対策を実施し、コロナウイルス感染予防に努めてまいります。 

明日は、授業参観・PTA総会・学級懇談会につきましても以下の感染症対策を行って実施しますが、

保護者の方々についても、「ご来校カード」を事前に記入いただく等のご協力をお願いします。 

（１） 朝、健康観察カードを持ってきていない場合は、各教室で担任が検温し、風邪症状の有無を確

認します。（健康観察カードへの記入は引き続き、ご家庭でお願いします。） 

（２） 登校時・休憩時等に外から校舎に入るとき、共用の用具・物品を使用した時、石鹸を使って手

洗いをするか、手指消毒液を使います。 

（３） 児童・教職員とも、屋内では基本的にマスクを着用します。 

（４） 教室及び廊下の窓・教室の入り口は、対角線上で窓・扉を開放して常時換気をします。室温が

高いときは、エアコンを使用します。エアコン使用時も、基本的には、常時換気をします。 

（５） 教室の座席間隔を１ｍ５０ｃｍ以上開けます。１年教室・学習室１（２・３年使用）・学習室

２（４・５年使用）・音楽室については座席間隔を２ｍ以上にします。 

（６） 給食時は、対面とならないように座席配置をし、子どもたち一人ひとりの机に透明アクリル板

をおいて静かに食べます。 

（７） 給食時は、食品添加物アルコール除菌剤で配膳台および机を拭き、給食当番は手指消毒液を使

います。また、給食の前後には、石鹸を使って手洗いをします。その後、手指消毒液を使って

もよいことにしています。 

（８） 掃除後及びトイレ使用後は、石鹸を使って手洗いをします。その後、手指消毒液を使ってもよ

いことにしています。 

（９） 登下校時について、マスクを着用するようにします。 

(10)   多くの児童が触れる階段手摺・ノブ・スイッチ等の消毒を１日１回以上行います。 

（11） 体育科における学習については、マスクを着用しなくてもよいことにします。また、基本的に

は２ｍの間隔をあけての活動とし、授業の前後に石鹸を使っての手洗いをするか、手指消毒液

を使います。 

 (12)   音楽科におけるマスクを外して行う歌唱・鍵盤ハーモニカやリコーダーの演奏、座席間隔が通

常より接近する長時間の班活動・グループ活動については、子どもたち一人ひとりの机の上に

アクリル板を置いて学習をします。 

学校教育目標 《子どもたちに、夢・笑顔・やる気・元気を！》 



令和３年度の新入生８名と保護者の方々です。よろしくお願いします。 

くるりんペーパー 

 保護者・地域の皆様にもご協力をお願いしています「くるりんペー

パー」の収集ですが、本年度も、４年生を中心に取り組みを進めてい

きます。ご協力していただける方は、高野尾小学校の児童に預けてい

ただくか、学校まで持ってきていただければと思います。 

 いただいたトイレットペーパーは、学校で大事に使わせていただい

ております。昨年度も、一昨年度に続き、津市より高野尾小学校に配

布していただいたトイレットペーパーに余裕がありましたので、協力

した卒業生（６年生）が進学した豊里中学校に２箱お渡しして、使っ

ていただくようにしました。 

下記の注意事項を確認の上、ご協力をお願いします。 

・空き箱は、開いて持ってきてください。 

・ビニールや金属など、紙以外がついているときは、それらを取り外してください。 

【次のものは入れないでください】 

１．カップ麺のふた、アイスクリームのふた ２．ポテトチップスなどの紙の筒「中のもの

がしみ出さないように加工されているため」 ３．ガムの包み紙、金色や銀色で印刷されて

いるもの ４．石鹸の箱など、においのついているもの ５．汚れているもの 



 


